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欧 州経済共 同体の制度的考察(皿)

桑 原 輝 路

総 会

総 会は共 同体 の諸機関 の政治 的管理機関であ る。

総 会は,共 同体加盟 国の国民 の代表に よって構成 され る(137条)。 具体 的

には,総 会は各加盟 国の議 会に よ りそれ ぞれ の議会の内部か ら選 ぼれ た代表 に

よ って構 成 され るが,各 加盟国か らの代表 の任命手続 は,加 盟国 自身が定 め る

こ とに な って い る(138条1項)。 従 って代 表 の 任 命手 続 は,国 に よ って 異 る こ

と もあ り うるわ け で あ る。

各 加盟国間 の代表数 の割 当については,理 事 会におけ る構成員 の票数 の割

当(148条2項)と 同 じよ うに苦 心 が は らはれ て い る。そ れ ぞれ に,ベ ル ギ ー

14名,ド イ ツ36名,フ ラ ン ス36名,イ タ リ ア36名,ル クセ ソ ブ ル グ6名,オ ラ

ン ダ14名 の代 表 数 が 割 当 て られ て い る(138条2項)。

この 代表 数 は,欧 州石 炭鉄 鋼 共 同体 の 総 会 に お い て も同 じで あ る。 す なわ

ち両共 同体の総会は共 通な もの とされ,両 共 同体 の総会は同 じ代表 に よって構

es「 欧 州石炭鉄鋼 共 同体設 立条約 」21条 は う 総 会 を構成 す る各加盟 国の代表 数 を ドイ

ツ18,ベ ルギ ー10,フ ランス18,イ タ リア18,ル クセ ンブルグ4,オ ラン ダ10と 定

め てい たが,「 欧州共 同体 に共 通な若 干 の機 関 に関 す る協定 」(Conventionrelative

acertainesinstitutionscommunesauxCommunaut6seurop6ennes)(1957年

3月25日)2条 によ り,《(経 済共 同体 と原子力共 同体の)統 一 総会 が機 能 を開 始 し'

た の ちは,そ れを も って欧州石炭鉄 鋼共 同体 設立条 約21条 に規 定 さ れ る共 同総 会に

か え る……》(同 条1項)と 規定 され,石 炭鉄鋼 共同体 条約21条 は,経 済共同体条 約

138条 と同 交 に修正 された(同 条2項)。

な お総 会は,欧 州原子力共 同体の総 会 とも共通で あ り,従 って 経済 共 同体条約138

条,原 子 力共 同体条約108条,石 炭 鉄 鋼共 同体条 約21条 は同一 規定で ある。

(な お司法 裁 判 所 は 三 共 同体 に 共 通 で あ り5経 済 社 会 評 議 会 は,CEEお よび

EURATOMに 共通 で ある。総 会,司 法裁判所 お よび経済 社会評 議会 を三共 同体な

い し二共 同体に共通 な機 関 とした ことは 、い うま で もな く欧州 の諸 共 同体 間を調 整

し、その組織 を単純 化 す る ことを 目的 とす る もので あ り、 そ こに欧州統一 の政 治的

意 図 をみ る ことがで きる。)
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成 され る。 い い か えれ ば,同 じ代表 が二 つ の共 同体 の 総 会 に議 席 を もつ とい う

こ とで あ る。

この よ うな 総 会 は,し か しまた他 方 に お い て,つ ぎ の よ うな任 務 を も って

い る。 す なわ ち 「総 会 は,全 加 盟 国 に共 通 な手 続 に よ り,直 接 普 通 選 挙 を可 能

な ら しめ るため,そ の 原案 を作成 す る」(138条3項)。 加 盟 国 の国 民 の代 表 に

よ り構 成 さ るべ き総 会 は,将 来 に お い て は全 加 盟 国共 通 の 手 続 に よる直接 普通

選 挙 に よ り選 ばれ た代 表 に よ って構成 され る こ とが予 定 され て い る。138条1項

に も とつ く総 会 が,そ の た め の 原案 作 成 の任 を 負わ され て い るわ け で あ る。 し

か しな が ら,こ の 点 に つ い て つ ぎ の こ とを注 意 して お く必 要 が あ ろ う。 す な わ

ち総 会 に お い て 作成 され た原案 は,理 事 会 の審 議 に付 され,そ の 原 案 の 諸 規 定

が 支持 され るか ど うか,ま た は い か な る範 囲 に お い て支 持 され るか は,理 事 会

の 全 会 一 致 の決 定 に よる とい うこ と。 しか して理 事 会 は,決 定 した 原案 の 諸 規

定 を各 加 盟 国 に 対 し,単 に 示 唆 す る権 限 を与 え られ て い るにす ぎ な い。 す なわ

ち 「それ ぞ れ の 憲 法 上 の 規 定 に 従 い,加 盟 国 に よ る採 択 を勧 告 」(138条3項)

し うるに す ぎ な い とい うこ と。 従 って,結 局 は 最 後 の 決定 権 は加 盟 国 に あ る と

い うこ とで あ るQ

総 会 の代表 の享 有 す る特権 お よび免 除に つ い て は,共 同体 の 「特 権 お よび

免 除 に 関 す る議 定 書 」7条,8条 お よび9条 に 規 定 され てい る。

総 会 の運 営 に つ い て は,139条 ～143条 の 諸 条 に 規定 され る。す なわ ち 総 会.

の 会 期,議 長 お よび 役 員 の 任 命,表 決 手 続 等に つ い てで あ る。

総 会 に は発 案 権(ledroitd'initiative)も,質 疑権(ledroitd'interpella-・

tion)も 与 え られ て お らず,た だ委 員 会 に対 し 《質 問》(question)を 提 出す る

権 利 が 与 え られ て い るに す ぎな い 。委 員 会 は,総 会 の前 に お い て共 同体 を代 表

す る機 関 と して,そ の 《質問 》 に 口頭 また は 書 面 に よ り回答 す る義 務 が あ る(

140条)。 委 員 会 が共 同 体 の 活動 に つ い て の年 次 報 告 を 総 会 に提 出す べ き こ とが

規定 され て い るの も,委 員 会 の 同、じ資格 に 基 くもの で あ る(143条,156条)。

また総 会 と理 事 会 との 協 議 が行 わ れ る(LeConseilestentenduparl'Assem

b16e… …)が,如 何 な る条 件 の も とに お いて 両 機 関 の 協 議 が な され るか は,理

事 会 の決 め るそ の 内 部 規則 の定 め る と ころに よ る(140条)。
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共 同体 の政治的管理機関 としての総会は,非 難動議 の決議 に よ り委員会 を

総辞職 させ る権 限を もってい る(144条)。

条約 は,委 員会の提案 に基 き理事会がな ん らかの措 置を とるとき,総 会 が

協議 を うけなけれ ぽな らな い 場 合 について規定 してい る◎す なわ ち 《理事 会

は,委 員会 の提案に基 き,か つ総会 との協議 のの ち》 と規定 され てい る場 合で

あ る。諸条 にみ られ るこの よ うな表 現は,条 約 がつ ぎの よ うな メカニズ ムを と

つてい ることを示 してい る。す なわ ち,1)理 事 会は委員会 の提案 を うけて,

それ を総会 に伝 え る,2)委 員会は総会の前 においてそ の原案を弁護す る,3)

理事 会は この よ うに して委員会の提案 と総会 の意 見 とをえたのちに,自 身の裁

量に おいて決定す る。

委員会の提案 は理事会の手 を通 して総会 に伝 え られ るとい うこの制度 は,

欧 州議会 た る総 会 の 前 に お い て 責 任 を 有 す る と こ ろ の 共 同 機 関(organe

communautaire)た る委 員会が,理 事 会 との協議 の まえに欧 州議会 と直接手 を

握 つて しま うとい う事態 を さけ るために,と くに選ばれ た ものの よ うであ る。

そ の よ うな事態は,理 事 会に とつてそ の行動 の 自由を妨げ る政治的圧力に さ ら

され る危険を意味す るだ ろ う。理事 会 と委員会 とが密接 な協力の もとに行動す

る とい うことが条約全体において追 求 され てい るところの ことであ る。本条約

において採用 され た上 の よ うな制 度 は,理 事 会お よび委員会 を してその よ うな

方 向に 向はせ ることがで きるであ ろ う。すなわ ち委 員会 の提案 に基 き理事会が

総会に提 出す るであ ろ うところの原案について,両 機関の間であ らか じめ協議

され るとい うことを可能にす るで あろ う。

しか しなが ら,何 よ りも理事 会 と委員会 との密接 な協力 が要求 され ると して

も,総 会 の前において責任 を有 し,か つ総会に提 出さ るべ き提案 を作成す る任

を有す る委員会が,総 会の意 見を全然斜酌 す る可能性 を与 え られ ない とい うこ

とは不都合 な ことであ る。そ こで委員会の提案 について総会 が協議 を うけたが

,そ の提案が理事会に よって採択 されなか った場 合に限 り2委 員会は原提案 を

修正す る権利 を もつ ことが規定 され た(149条)。

この よ うに して三機 関の関 係は調整 され,そ れ らの間におけ る衝突の危険

をさけ るべ く考案 がなされてい る。
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総会の干与 が行 われ る場合については,条 約 は そ れ を制 限的に列挙 して

い る。総会 との 「協議 」は,1)伝 統的に議会 の権限に属 して い るところの分

野において(予 算),2)加 盟国におけ る現行 の法規に影響 を及ぼす ところの

諸決定に対 して,3)共 同 体 の 将 来に とって と くに重大 な問題に関 して なさ

れ る。

総会の干与 について規定 している諸 条については,〔 付表8〕 参 照。

〔付 表8〕 総 会 の 干 与 の 場 合

7条 〔差別の禁止〕

14条(7)〔 輸入関税の引下げ規則の改正〕

43条(2,3)〔 共同農業政策の実施〕

54条(1)〔 居住の自由に関する一般計画の作成〕

54条(2)〔 居住の自由に関する一般計画の実施〕

56条(2)〔 公の秩序のため外国人の居住の 自由に制限を加える法律の調整〕

57条(1)〔 免許状の相互承認〕

57条(2)〔 非賃金活動への参加〕

63条(1)〔 役務の自由提供に関する一般計画の作成〕

63条(2)〔 役務の 自由提供に関する一般計画の実施〕

75条(1)〔 輸送 についての共同政策の実施〕

87条(1)〔 競争規則に関する原則の適用〕

100条 〔法制の調和〕

122条 〔社会政策 についての特別報告を委員会に請求す る権利〕

126条(1,2)〔 欧州社会基金の活動の停止または変更〕

127条 〔欧州社会基金の組織化〕

201条 〔共同体の固有の財源の設定〕

203条(3,4)〔 予算の承認〕

212条 〔職員規則〕

235条 〔条約の 目的 を達成す るための補足手続の設定〕

236条 〔条約改正手続への関与〕

238条 〔第三国 との連合〕

司 法 裁 判 所

司 法裁 判 所 は,加 盟 国 の 政 府 間 の全 会 一致 に よつ て任 命 され る7名 の 裁 判

官 か ら構 成 され る(165条,167条)。

司 法 裁 判所 は,裁 判 官 と 同 じ 条 件 に よ っ て 任 命 さ れ る2名 の 検 察 官
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(1'avocatg6n6ral)に ょ って 補 佐 され る(166条)。

裁 判 官 お よび 検 察 官 の任 期 は6年 で あ る。 しか し 判 例 の 連 続 性 を保 つ た

め,同 時 に全 員 の 更新 が 行 われ な い よ うにす る た め の規 定 が 設 け られ て い る(

167条)。

理 事 会 は,全 会一 致 の決 定 に よ り,検 察 官 の数 を増 加 す る こ とが で き る(

166条)。

裁 判 所 の所 長 は,三 年 の任 期で,裁 判 官に よ り,裁 判 官 の な か か ら選 挙 さ

れ る(167条)。

裁 判 官 はそ の仕 事 の若 干 を補 助 報 告 官(lerapPorteuradjoint)に 委 嘱 す

る こ とが で き る。補 助 報 告 官 とい うの は,い わ ば 補 助裁 判 官 で あ る(裁 判 所 規

程12条)。

裁 判 所 の運 営 は,1957年4月17日 以後,条 約 に 付 加 され た 《司 法 裁 判 所 規

程 に 関す る議 定 書 》 の 諸 規 定 に よ り規 制 され る。 この文 書 は,さ らに 裁 判 所 自

身 に よ って 作 成 され,か つ 理 事 会 に よ り全 会 一 致 の 承 認 を うけ る手 続規 則 に よ

って 補足 され る(188条)。

裁 判所 の任 務 に つ い て は,主 た る任 務 と付 属的 な任 務 との二種 にわ け る こ

とが で き る。

まず,裁 判 所 の 主 な る任 務 は,条 約 の解 釈 お よび適 用 に お け る法 の番 人 た

る 資格(164条)に お い て,

1)あ る加 盟 国 の 条 約 違 反 に 対 し,他 の 加 盟 国 に よつて な さ れ る提 訴(170

条),

2)加 盟 国 の条 約 違 反 に 対 し,委 員 会 に よ って な され る提 訴(169条),

3)理 事 会 また は委 員会 の積 極 的 または 消 極 的 な 条 約違 反 に対 し,加 盟 国 お

よび共 同体 の 他 の 機 関 に よ って なさ れ る提 訴(173条,175条),

4)欧 州投 資銀 行 に関 す る訴 訟(180条),

5)加 盟 国 の裁 判 所 に提 起 され て い る 本 条 約 の 解釈 に関 す る先 決 問題(177

eeProtocolesurlesprivilごgesetimmunit6sefsurlestatutdelaCourde

JusticedelaCommunaut6EconomiqueEurop6ennederEnergieAtomique,

Bruxelles,17avril1957.
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条)

を審 理 す る こ とで あ る。

以上 の ことに 関連 して つ ぎ の 点 を 注意 す る必 要 が あ る。

(1)条 約 執 行 の 監 督 機 関 で あ る委 員会 だ け が,共 同体 の 名 に お い て,加 盟

国 を裁 判 所 へ 召 喚 す る こ とがで き る(169条),

(2)加 盟 国間 の 訴 訟 の場 合 に は,裁 判 所 へ の付 託 が な され る前 に,委 員会

に よ る調 停 の 手続 が と られ る こ とが 義務 的 と され る(170条),

(3)個 人 は,理 事 会 お よび委 員会 の行 為 に 対 しての み(従 って 国 家 の行 為

を 除 く),か つ個 人 的 に直 接関 係 の あ る諸 決 定 に対 しての み(184条 に規 定

され て い る例 外 を留 保 して),裁 判 所 に 訴 訟 を提 起 す る こ とが で き る(173

条)。 個 人 に対 して この よ うに 制 限 的 であ るの は,訴 訟 の 過 度 の 増 加 に ょ

り,共 同体 が癖 痺 状 態 に お ち い る ことを避 け るた め と思 はれ る。

つ ぎに 付 属的 な任 務 と して,裁 判 所 は つ ぎの 諸 事 項 に 関 して権 限 を 有 す

る。

1)共 同体 に対 して 向け られ る責 任 に 関 す る紛 争 を 審理 す る こ と(178条,

215条),

2)共 同体 とそ の 職 員(agents)と の 間 の 紛争 を 審 理す る こ と(179条),

3)競 争 規 則 の違 反 に 対 して 規定 され る 制 裁 を 適 用 す る こ と(87条,172

条),

4)服 務 上 の 規 律 を侵 した委 員 会 の 構成 員,裁 判 官 お よび 検 察 官 を 罷免 す る

こ と(157条,160条,裁 判 所 規 程6条),

5)共 同体 と第 三 国 また は 国 際 機構 との間 の協 定 の,本 条 約 との両 立性 に つ

い て 意 見 を与 え る こ と(228条),

6)第 一 段階 か ら第 二 段 階 へ の移 行 に際 して設 け られ る こ とあ るべ き仲裁 委

員 会(rintanced'arbitrage)の 委 員 を任 命す る こ と(8条4項),

7)フ ラソ地 域 に おけ る外 貨 準 備 の 水 準 に つ い て の フ ラソ ス と委 員 会 との意

見 の 不 一 致 に 際 して裁 決 を 下 す べ き任 を 有 す る仲裁 人 を,そ の仲裁 人 の選 定

に 関 して 両 者 の 間 に 一 致が え られ なか った場 合 に,裁 判 所 の 所 長 が 任 命す る

こ と(フ ラン スに 関 す る議 定 書1,3),
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8)過 渡期 終 了後 に おけ るル クセ ソブ ル グに つ い て の 特 別 措 置 の 維 持 に 関

し,関 係 国 よ り提 起 され る こ とあ るべ き訴 を審 理 す る仲 裁 委 員 会 の 委 員 を任

命 す る こ と(ル クセ ソ ブ ル グに 関 す る議 定 書1条2項)。

諸 機 関 の 権 限

理 事 会お よび 委 員会 の権 限

189条1項 は つ ぎの よ うに 規定 して い る。 《理 事 会 お よび 委 員 会 は,そ の任

務 の 達成 の ため,本 条 約 に定 め る条 件 の も とに,規 則 お よび 命 令 を 決 め,決 定

を行 い,勧 告 また は意 見 を述 べ る》。

理 事 会 お よび委 員 会 は,規 則,命 令 を決 め,決 定 を 行 い,勧 告,意 見 を述

べ る権 限 を与 え られ て い る。 しか し 両 機 関 が これ らの権 限 を 行 うに あ たつ て

は,《 本 条 約 に定 め る条 件 の も とに 》 な さ るべ き こ とが 要 求 され る。条 約 に よ

り理 事 会 お よび委 員会 の な ん らか の 活 動 が 予 見 され るが,そ の 際如 何 な る性 質

の 措 置 を と るか に つ い て 明 示 され て い な い場 合 に は,両 機 関 は189条 に あげ ら

れ て い る諸 措 置 の うち いず れ かを 選択 す るこ とが 許 され るで あ ろ う。 と らるべ

き措 置 が 明示 され て い る場 合 に は,も ち ろんそ れ に従 う。

これ らの 諸 措 置 の 性 質 お よび効 力 につ いて は,189条2項 以下 に 規 定 され

て い る。

「意 見 」(avis)は,そ の 名の 示 す す とお り単 な る示 唆で あ り,拘 束 力 を も

た な い。

「勧 告 」(recommandation)も 同様 で あ る。 石 炭鉄 鋼 共 同体 の場 合 に は,

「勧 告 」 に も一 定 の拘 束 力が 与 え られ てい るが(同 条 約14条),経 済 共 同体 の

場 合 は,他 の 国際 機構 に おけ る と 同様,勧 告 に 拘 束 力 は な い。

「規則 」(reglement)は,上 の 二 つ と 異 り,一 般 的 効 力(ulleport6e

96n6rale)を もち,《 あ らゆ る点で 》(danstousses616ments)拘 束 的 で あ り,

か つ全 加 盟 国 に お い て 直 接 に 適 用 さ れ る。 こ の 規 則 制 定 権(lePOUvoir

reglementaire)を 通 して,共 同体 は 加 盟 国 の 国 内 的 な手続 の 仲 介 を 経 る こ と

な く,加 盟 国 の 国民 の た めに 直接 に 法 律 を制 定 す る権 利 を もつ こ とに な る。 し

た が っ て,規 則 の制 定 が 予 見 され る分 野 に お い て は,加 盟 国 の主権 の共 同体 へ
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の 潜 在 的 な譲 渡 が 存 在 す る。 も っ と も,条 約 は ご く少数 の 例 外 を除 け ば,規 則

を制 定 す る権 利 を理事 会 に だ け与 え て い る とい うこ とを指 摘 してお く必 要 が あ

ろ う。

規 則 の干 与 が 予 見 され,ま た は可 能 な場 合 に つ い ては ⊂付表9〕 を参 照 。

「命 令 」(directive)は,加 盟 国 に 対 し達成 す べ き 目的 を指 示 す る行 為 で

あ る。 命 令 を受 け と った 加 盟 国 は,そ の 命 令 に よって示 され て い る 目的 を 達成

す る とい うこ とに つ い て は,す なわ ち 《達 成 す べ き結 果 に 関 しては 》(quant

aur6sultatbatteindre),あ らか じめ条 約 に よ って約 束 して い る。 しか しそ の

目的 を如 何 に して達成 す るか とい うこ とにつ い ては,す な わ ち 《そ の 方 法 お よ

び手 段 に 関 しては 》(quantalaformeetauxmoyens),そ の 国 の 権 限 と さ

れ,そ の 国 の 国 内的 手続 に ょる とい う留 保が な され て い る。 した が って命 令 の

干 与 が 予 見 され る分 野 に は,主 権 の譲 渡 の 問題 は お こ らな い とい つ た方 が 適 切

で あ ろ う。

命 令 は一・般 的に は 理 事 会 の 権 限 に 属 す る とい え るが,若 干 の場 合 に 委 員 会

に もそ の権 限 が 与 え られ てい る。 命 令 に よって解 決す る こ とが 予 定 され て い る

諸 問 題 は,本 来 は 加 盟 国 の立 法 権 の範 囲 に属 す る と ころ の 問題 で あ る。

i命 令 」 の干 与 が 予 定 され てい る場 合 に つ い ては,〔 付 表10〕 参 照 。

「決 定 」(d6cision)は,《 そ れ が指 定 す る受領 者 に 対 して,あ らゆ る点で,

拘 束 的 で あ る》(Lad6cisionestobligatoireentousses616mentspour

lesdestinatairesqu'elled6signe.)(189条)。 決 定 の 受 領 者 は 必 ず し も 国

家 だけ で は な く,個 人 の場 合 もあ る。 決 定 が 特 定 個 人 に 向け られ る場 合 は,決

定 は そ の 個 人 を 拘束 し,か つ192条 に規 定 され て い る条 件 の も とに 執 行 力 を 有

す る。 しか し国 家 以外 の もの に決 定 が 向け られ る とい うことは,条 約 に よ り制

限 的 に 挙 げ られ て い る若 干 の 問題 に つ い て だけ お こ り うるに す ぎ な い。 一 般 的

に は,決 定 は 国 家 に対 して行 わ れ る。 決 定 はそ の受 領 国 の政 府 を拘束 す る。加

盟 国 は 条 約 に よ り共 同体 機 関 の決 定 を うけ い れ る こ とを,あ らか じめ 約 束 して

お り,し た が っ てそ の 決 定 を 守 らなけ れ ば な らな い が,し か しこ こに おい て も

命 令 の 場 合 と同 様,そ の 実 現 は加 盟 国 の 国 内的 手 続 に属 す る。 した が って決 定

は国 家 に と っては,そ の 法 的性 格 に お い て命 令 と異 ると ころは な く,強 化 され
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た 命 令 で あ るにす ぎ な い。

条 約 中 に,し ば しば つ ぎ の よ うな規 定 を見 出す 。 《理 事 会 は … …関 係 国が

前 記 の 保 護措 置 を 改 正 し,停 止 し,ま た は廃 止 し,ま た は廃 止 しなけ れ ば な ら
　 　 　 の 　 の 　

な い と い うこと を決 定す る ことが で き る》(109条3項)。 この 場 合,国 家 は もち
　 　 　 　 　 　

うん理事会の意志 を尊 重 しなけ ればな らないが,し か し理事 会に より指摘 され

批判 された と ころの措 置を撤 回す るための権 限 を もつてい るのは,理 事会では

な く,国 家 自身であ る。

「決定」の干与の場合につ いては,〔 付表11〕 参 照。

以上の よ うに,理 事 会お よび委員会の と りうる意見,勧 告,規 則,命 令,

決定 の うち,規 則,命 令お よび決定 の三種は,い ずれ も拘束 的であ るとい う点

に共 通性を有す る。規則,命 令 または決定 を守 らない国は,条 約 違 厚 を構 成

し,委 員会 または他のすべ ての利害関係国に よる司法裁 判所 への提訴 の対象 と

され る(169条,170条)。 また逆 に,理 事会 または 委 員 会 に よつて と られ る拘

束的性格を有す る規則,命 令 または決定が,条 約に違反 してい ると考 え るいず

れ の国 も,そ の諸決定の合法性 につい て 裁 判 所 に お いて争 うことがで きる(

173条)。

司法裁判所の権 限

司法裁 判所 の判決の効果 は,そ れが諸機関に対す る ものであ るか,国 家に

対す る ものであ るか,あ るいは個 人に対す るものであ るかに よって異 る。

まず司法裁 判所 は,理 事 会お よび委員会に よってと られ る拘束 的性格 を有

す る規則,命 令お よび決定(な らびに理事 会お よび委 員会 の内部運営に関 して

と られ る諸措置)を 無効にす る権 限を もってい る(173条,174条)。

つ ぎに国家 に よる条約違 反 を確 定す る裁判所 の判決 は,そ の国家 を拘束す

る。 しか しそ の判決 の執行に必要 な措置を と る義 務を有す るのは,そ の国家で

あ る(171条)。 したが って裁判所は,直 接 に国家の行為 を無効 にす ることはで

きない。

これに反 して個人に対 しては,裁 判所 の判 決は執行 力 を与え られてい る。

しか しなが ら強制 執行は,'そ の当事 者を所管す る国家 当局の干与を必要 とす る

(187条,192条)。
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なお裁判所は,そ の付属的任務 の場 合は別 として,そ の唯一の使命 とす る

ところは,法 を示す とい うことで あ って,し たが って国家に よる条約違反 を確

定 し,ま たば共 同体 の行 為を無 効にす るとい う任務 は もってい るが,裁 判所 が

そ の合法性 の検討を求め られ る国家 または共 同体機関の決定 とは別に,そ の代

りと して裁判所 自身の決定 を もち出す とい うことは許 されない。

7条

10条(2)

14条(7)

20条

21条(2)

22条

28条

33条(8)

42条

43条(2)

43条(3)

44条(3)

44条(5)

44条(6)

49条

51条

54条(1)

55条

59条

63条(1)

75条(1)

75条(3)

76条

79条(3)

87条(1)

91条(2)

94条

〔付 表9〕 規則 の 干 与が 予 定 され,ま た

は可 能 な場 合

〔差別の禁止〕(理 事会)

〔関税に関す る若干の規定の実施〕(委 員会)

〔輸入関税の引下げの進度の修正〕(理 事会)

〔共通関税率の決定〕(理 事会)

〔共通関税の内部的調整〕(理 事会)

〔財政的性格を有する関税が算術平均の算定のために考慮 されなければな

らない限度〕(委 員会)

〔共通関税税率の自主的変更〕(理 事会)

〔割当の増加の百分率の引上げ〕(理 事会)

〔競争に関する規則の農業への適用〕(理 事会)

〔共同農業政策の実施〕(理 事会)

〔農業市場共同組織の設置〕(理 事会)

〔最低価格制確立のための客観的な規準の決定〕(理 事会)

〔ある種の農業生産物に対する最低価格の修正〕(理 事会)

〔過渡期の終 りにおける最低価格制度〕(理 事会)

〔労働者の 自由移動の漸進的実現〕(理 事会)

〔移民労働者の社会保障制度〕(理 事会)

〔居住の 自由に関す る一般計画〕(理 事会)

〔ある種の活動の居住の 自由か らの除外〕(理 事会)

〔役務の章の諸規定の利益の第三国国民への拡張〕(理 事会)

〔役務の自由提供に関す る一般計画〕(理 事会)

〔輸送についての共同政策の実施〕(理 事会)

〔輸送制度の原則の決定〕(理 事会)

〔外国運送人に対する新規の差別のあ りうべ き許可〕(理 事会)

〔運送人間の差別の廃止に関する規制〕(理 事会)

〔競争規則に関する規制〕(理 事会)

〔ダンピング防止措置の適用〕(委 員会)

〔援助制度の規制〕(理 事会)
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99条 〔取引高税 に関する諸制度の調和化〕(理 事会)

ユ03条(2)〔 景気政策 に関する一般措置〕(理 事会)

127条 〔欧州社会基金の組織化〕(理 事会)

128条 〔職業養成についての共同政策〕(理 事会)

235条 〔本条約適用のための補足手続の設定〕(理 事会)

「若干の国の原産品に関す る議定書」4.

一25一

〔本議定書の諸規定の不 当な作用に対する加盟国の保護〕(委 員会)

「TOM条 約」8条

〔海外諸国および領域への居住権の拡張〕(理 事会)

13条(2)

14条(2)

14条(5)

21条(1)

33条(7)

54条(2)

56条(2)

57条(1)

57条(2)

63条(2)

69条

70条(1)

go条(3)

97条

100条

101条

103条(3)

108条(2)

112条(1)

〔付 表10〕 命 令 の干 与 が 予定 され る場 合

〔輸入関税 と同等の効果を有する租税の廃止の進度〕(委 員会)

〔第三段階における輸入関税の廃止の進度〕(理 事会)

〔輸入関税の廃止 によって生ずる特殊な問題の解決〕(理 事会)

〔共通関税の適用によって生ずる困難の解決〕(理 事会)

〔割当 と同等の効果を もつ措置の廃止の進度〕(委 員会)

〔居庄の 自由に関する一般計画の実施〕(理 事会)

〔公の秩序 を理由 として外国人の自由居住を制限する法令規則の調 整〕

(理事会)

〔免許状の相互承認〕(理 事会)

〔非賃金活動への参加に関する法令規則の調整〕(理 事会)

〔役務の自由提供に関する一般計画の実施〕(理 事会)

〔資本移動の自由化政策の実施〕(理 事会)

〔為替に関する加盟国の政策の調整〕(理 事会)

〔公企業への競争規則の適用〕(委 員会)

〔取引高税の平均税率〕(委 員会)

〔法制の調和化〕(理 事会)

〔歪み(distorsions)の 除去〕(理 事会)

〔景気政策に関する一般措置の適用〕(理 事会)

〔相互協力〕(理 事会)

〔第三国への輸出に対す る援助制度の調和化〕(理 事会)

8条(5)

17条(4)

25条(1)

25条(2)

〔付表11〕 決 定 の干 与 が予 定 され る場 合

〔第二段階および第三段階の期間の修正〕(理 事会)

〔財政的性格を有する関税の保持〕(委 員会)

〔低税率または無税の関税割当の国家への許与〕(理 事会)

〔E表 およびG表 の産品のための低税率または無税の関税割当の許与〕

(委員会)
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25条(3)〔 付属書Kの 産品のための低税率または無税の関税割当の許与)

(委員会)

26条 〔共通関税の適用規則への抵触の国家への許可〕(委 員会)

33条(4)〔 全地域割当の総額の計算か らのある全地域割当の除去〕(委 員会)

33条(5)〔 若干の割当の増加の百分率の引下げ〕(理 事会)

37条(3)〔 商業的性格を有する国営独 占に関す る保護措置の許与〕(委 員会)

38条(3)〔 農産物の表への付加〕(理 事会)

44条(4)〔 最低価格に関し国家によつてとられ る措置の訂正〕(理 事会)

45条(3)〔 ある種の原料の輸入のために支払はれる価格の超過の補償〕(理 事会)

46条 〔ある種の農業産品に関する輸入補償課金の決定〕(委 員会)

70条(2)〔 為替に関するある種の困難を除去するため国家によつて とられる保護措

置の廃止〕(理 事会)

73条(1)〔 資本移動に関し国家への保護条項の許与〕(委 員会)

73条(2)〔 資本移動に関し国家により直接 にとられる保護措置の廃止〕

(委員会)

79条(4)〔 運送人間の差別の除去〕(委 員会)

80条(1)〔 輸送に関する支持実施の禁止規則への抵触〕(委 員会)

80条(2)〔 この支持実施の廃止〕(委 員会)

84条(2)〔 航海および航空への輸送編の拡張〕(理 事会)

89条(2)〔 競争規則の違反に対する保護措置の国家への許与〕(委 員会)

90条(3)〔 公企業への競争規則の適用〕(委 員会)

92条(3d)〔 共同市場 と両立し うる援助の表示〕(理 事会)

93条(2)〔 共同市場 と両立しえない援助の廃止〕(委 員会)

〔92条に抵触す るある種の援助の維持〕(理 事会)

97条 〔取引高税の平均税率〕(委 員会)

98条 〔輸出に新 しい財政援助の設定の許可〕(理 事会)

107条(2)〔 為替 レー トの国家による変更の場合における保護措置の許 与〕

(委員会)

108条(2)〔 相互協力〕(理 事会)

108条(3)〔 国際収支に困難のある場合に国家への保護条項の許与〕(委 員会>

109条(3)〔 国際収支悪化の場合 に国家によって とられる保護措置の廃止〕

(理事会)

114条

115条

116条

125条(2c)〔 事業内容変 更計 画 の承認 〕

〔関税協定の締結〕(理 事会)

〔共同通商政策の適用にあた っての困難を克服すべ き措置の決定〕

(委員会)

〔過渡期終了後における経済的性格の国際機関における共同政策の実施〕

(理事会)

(委員会)



126条

136条

欧州経済共同体の制度的考察(1)(桑 原)

〔過渡期終了後における欧州社会基金の活動〕(理 事会)

〔5年 の期間の終 了における海外諸国および領域の連合の条件〕

(理事会)
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203条(3,4り5)

〔予算の作成および決定〕(理 事会)

204条 〔予算の承認がお くれた場合における1ヵ 月分の仮予算の超過〕

(理事会)

209条(b)〔 加盟国の予算への分担金が共同体に っよて使用 される方法および手続の

決定〕(理 事会)

223条(2,3)〔 軍需資材 とみな される産品の一覧の作成および修正〕(理 事会)

226条(2)〔 保護一般条項の国家への許与〕(委 員会)

227条(2)〔 本条約の規定のアルジエ リアおよび海外県への拡張〕(理 事会)

236条 〔本条約改正のための会議 の召集〕(理 事会)

238条 〔共同体と第三国 との連合協定〕(理 事会)

「フランスに関する議定書」1(2)

〔フランスが輸入税 および輸出補助金を一律 にしなかつた場合における他

の諸国への保護条項の許与〕(理 事会)

「同議定書」1(3)〔 輸入税および補助金の廃止〕(理 事会)

「同議定書」II(2)〔 超過勤務手当における不均衡の場合にフランスへの保護条項の

許与〕(委 員会)

「ルクセンブルグに関する議定書」1条(2)〔 特別規定のあ りうべ き維持〕

(理事会)

「TOM条 約」3条,4条,5条 および6条 〔社会施設および投資への出資一般計画の立

案 と適用〕(理 事会および委員会)

「同条約」11条(3)〔 ある種の割当の開始および拡張の方式の決定〕(委 員会)

「同条約」15条(4)〔 本条約の期間終了後 におけるある種の関税割当の量の決定〕

(委員会)

「バ ナナに関する議定書」4.

〔割当の廃止または修正〕(理 事会)
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〔付表12〕
1

規 則1命 令1決 定
1

7条55条 14条(2) 8条(5)109条(3)

14条(7)59条 14条(5) 25条(1)114条

20条63条(1) 21条(1) 33条(5)116条

21条(2)75条(1) 54条(2) 38条(3)126条

理
28条75条(3) 56条(2) 44条(4)136条

33条(8)76条 57条(1) 45条(3)203条(3,4,5)

42条79条(3) 57条(2) 70条(2)204条

43条(2)87条(1) 63条(2) 84条(2)209条(b)

事 43条(3)94条 69条 92条(3d)223条(2,3)

44条(3)99条 70条(1) 93条(2)227条(2)

44条(5)103条(2) 100条 98条236条

会 44条(6)127条 101条 108条(2)238条

49条128条 103条(3) フ ランス議定 書1(2)1(3)

51条235条 108条(2) ル クセンブ ルグ議定 書

54条(1) 112条(1) 1条(2)

TOM条 約8条 TOM条 約3,4,5,6条

バ ナナ議 定書4.

委

員 ・

会

10条(2)

22条

91条(2)

原 産品議定 書4.

13条(2)

33条(7)

90条(3)

97条

17条(4)

25条(2)

25条(3)

26条

33条(4)

37条(3)

46条

73条(1)

73条(2)

79条(4)

80条(1)

80条(2)

89条(2)

90条(3)

93条(2)

107条(2)

108条(3)

115条

125条(2c)

226条(2)

フ ラ ンス議 定 書II(2)、

TOM条 約3,4,5,6条

11条(3)

15条(4)



欧州 経済共 同体 の制度的考察(鉦)(桑 原)-29-

(註)付 表9-11に は,諸 機 関 の内部 運営 につ いての諸決定 に関す る諸条 は掲 げ ら1れ

てい ない(諸 機 関の 内部 運営 に関 して と られた 措 置 も,173条 の規定 に よれば,司 法

裁 判 所の審理の対象 とな ることは注意 さるべ きで ある)。

な お本稿 は,(1)の 最初 に述べ た とお り,March6commun,aspectsinstitutionnels

(AnnuaireFrangaisdeDroitInternational,1957)の 記 事に よつ た もので あ り,と

くに 〔付表 〕の作成 は,〔 付表4〕 お よび 〔付表12〕 を除 執 同記事 に よる もので あ

る(明 らか に ミスプ リン トと思 はれ るい くつかの点は訂正 した)。 〔付表12〕 は 、 〔

付表9〕 一 〔付表11〕 を ま とめた もので ある。

轟

以上は欧州経済共 同体 の諸機関の構 造お よび運 営についての概観にす ぎな

い。条約は共 同体 の活動 の一般的 な枠 をきめてい るが,ま た条約諸規定 の実施

のための非常に幅広 い権 限を諸機関に与 えてお り,こ れ らの権 限の行使 にあた

り諸機関それぞれが果すべ き役割 に関 して均衡 を保たせ るべ く最大の注意が は

らわれ てい る。そ の ことは と くに理事会 と委員会 との関係についていえ る。一

般 的に いえば,決 定権 は理事会 に帰属 し,ま た理事会,委 員会 または司法裁判

所 の諸機関は多 くの場合,国 家を通 してのみ行動 し うるにす ぎない とい う点か

らみ て も,欧 州経済共 同体 の性格 は超 国家的(supra・national)と い う よ り も

む しろ国家間的(inter・6tatique)な 色 彩 が 濃 厚 で あ るが,そ の よ うな性格 づ

けは ともか く,条 約が,ま た条約の創案 者達が 真に追求 しよ うと した 目的は,

委員会 と理事 会 との間 の永続的 な協力関係を保障 しよ うと した ことであ ると思

はれ る。 この性格 の全 く異 る二 つの機関に密接不離の協力関係を保たせ ようと

した細心の心遣 いが,お そ らくは本条約にみ られ る複雑なそ してデ リケー トな

メカニズムを生 じさせ た もの と思 はれ る。(完)




